
肇携覆究

　銀行の女子青貝がオンラインシステムの預金端末機を

不正に操作して預金の振替入金を行った行為につき電子

計算機使罵詐欺罪（珊法246条ノ2〉の成立を認めた事例

　　　　　有印私文書偽造、講行使、詐欺、電子計算機綾絹詐欺被告事件

　　　　　大阪地裁紹秘総年暁月7欝醤決、有罪（確定〉享彗倒葉末登載、

　　　　　竿獺塒報i2鱈号i…頂

大　出 弘

1．事実の概要

　裁覇辮の認定したダ罪となるべき事実蓬は以下のとおむである。

　被告人Xは、大阪市西区九条1丁舞欝番爵号辮姦の株式会縫第一勧業銀行九

条支震に銚務し、預金・為替業務に従事していたものであって・A（羅秘23年

7月鴛藝生／と義密な交際をしていたもの、被告人Yは、Aの観しい友人であ

るが、

　　被告人Xは、

　（ア／　甥表（省蕗〉記載のとお鯵、昭秘62年7肩27蔭午後2時55分から鶴

年9月4β午麟8時39分頃までの闘、3罎にわた吟、第一勧業銀行九条支唐に

おいて、瞬銀行オンラインシステムの預金螺末機を操作して、東京都渋谷庭渋

谷2丁§欝番3号翫在の講銀行東京事務センターに設置され懸銀行の頭金の残

高管蓬、受入れ、払戻し等の事務麺瑳に整灘される鶴システムの電子計算機に

薄し、実蝶には振替入金の事実がないにもかかわらず、被告人Xの瞬支農普通

積金舞塵（総合隣塵取瞬のもの〉に臆万需、3春万贋．2§万轡の振替入金があっ

たとする虚偽の欝報を与え、購電子誹算機に接続されている記憶装置の磁気デ

ィスクに記録された岡舞座の頭金残高を曜，527海、i質，446跨畦9，582霧とし

て難産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作甑よって、合計徳万霧椿
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当の財産上不法の利益を得た。

　（イ〉　Aと共謀のうえ、講年9蕎9霞午後零時38分頃、第一勧業銀行九条

支店において、被告人Xが、前記頭金螺末機を操馨して、叢記電子群算機に対

し、実藻には振替入金の事実がないにもかかわらず、Aが知人Bから預金を払

い戻すことを認められ’ている属人の講支店普通預金欝痙（総合露座取麟のもの、

預金残高欝§選〉に9春万需の振替入金があったとする虚偽の椿報を与え、前記

磁気ディスクに記録された霧鶴座の預金残高を鱒万鴻§需として難産権の得喪、

変更に係る不実の電磁的記録を俘讐、よって、鱒万鍔穏当の財産上不法の利益

を得た。

　（ウ〉　被告人衝名は、Aと共謀のうえ、偽造した振込依頼書を篤い、第…

勧業銀行九条支唐から予め嬲殺しておいた株式会縫三籟銀行野懇支唐C名義普

通積金臼座に振込名下に入金させて稀得しようと考え、瞬年9月2細午後葺時

頃、大阪霧港区波除〈番地省終〉甲野マンション欝7号被告人X方において、

A及び被告人Yが、行使の鐸的をもって、ほしいままに予め入手しておいた第

一勧業銀行九条支店備付けの振込依頼書濡紙i教の振込先構に「三率窮銀行

「野駒支唐、受取人禰に「Cf、金額欄にF45，む§§，§毒鱗等と記載するなど

したうえ、依頼人鵜に吠秘証券（株〉西支籍」と賢書し、もって、大称讃券

株式会縫燕支唐作成名義の金額4，5§春方講の振込依頼書1通を偽造し、暁月3§

霞午離i時頃、第一勧業銀行九条支店において，被告人Xが、講支店為替趣当

係員に嬉し、右偽造に係る振込依頼書i通をあたかも真歪に成立したもののよ

うに装い飽の歪蔑の振替依頼書とともに回付して行優し、購係員Pをしてその

旨誤揺させ、よって、瞬醤午前簸時23分頃、瞬女をして岡支店為替嬬末機を操

作させて全国銀行データ通欝システムを通じ瞬支店から舞市福島薮吉野3丁蓉

27番婚号三融銀行野瞬支店C名義普通預金農産に金4，5§G万雷を振込入金させ、

もって、右繕額の財産上不法の無益を得た、

ものである．
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2．轡決の内容

　裁覇辮は、麟記（ア〉及び（イ）の事実について電子計算機綾絹詐欺罪（灘

法246条ノ2〉の成立（イの事実については、X・Aの共講歪狸〉を認め、麟

配（ウ）の事実については、膏葎私文書鶴造罪（聡法器9条i項〉、暴行綾罪

（麟法露i条i項／，詐欺利得罪（溺法2妬条2項〉の成立（X・Y・Aの共講

元髭〉を認め、Xに帰して懲役2年、Yに帰して懲役i年6肩執行猶予逢年を

奮い渡し、購舞決は確定した．

　なお、Aについては、本醤映当時、公覇係霧中であったが、大阪地裁軍威元

年2月欝馨醤決で懲役2年の言渡しがなされた（覇欝新鶴軍威元年2丹欝嚢夕

霧（大飯〉〉．

3．硯　　究

　（i）　溺法2妬条ノ2は、新繭条ノ外人ノ事務麺遷二優罵スル電子計算機二

虚偽ノ構報若クハ不歪ノ捲令ヲ与ヘテ財産権ノ得喪、変更二係ル不実ノ電磁的

記録ヲ俸雛又ハ財産権ノ得喪、変更二係ル露偽ノ電磁的記録ヲ人ノ事務甦理ノ

灘三傑シテ財産上不法ノ科益ヲ得業ハ韓人ヲシテ之ヲ得セシメタル者ハ鵜竿以

下ノ懲役二越ス重と定めている。

　周知のとおり、この電子誕算機縫驚詐欺罪は、昭隷62年5月27嚢第緯8回露

会において成立した辮法等の一蔀を改正する法律によ鯵、電磁的記録不歪作鑛・

供馬鐸（飛法i磁条ノ2〉、電子計算機損壊等業務妨害罪（瀦法234条ノ2）、電

磁的記録毀棄罪（飛法258条・259条追擁修正〉とともに新設されたものである。

本罪新設の趣猛としては、今嚢、銀行業務をはじめとする種々の取撰において、

債権績務の管蓬、淡済、資金移動などの財産権の得喪、変更の事務が、電磁的

認録に基づいて衰動的に甦選されるという、人の聡与がこれまでよ鯵も希薄な

取覗形態が増撫しているなかで、饒えば、銀行のオンラインシステムにおいて、

虚偽のデータを入力して預金元鰻ファイルの残高を勝手に増額させる行為や、
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歳偽の残高が記録された玉Cカードやプ撃ペイドカードを使稽してサービスの

提供を受ける行為は、詐欺罪の要件である人に繋する歎鷲行為がなく、また窃

盗罪の要件である財勃のξ有移転を俸わないため、これらの燦定で的確に魑罰

することが避難となってきたことから、これらの行為を適饗に麺罰しようとす

るものであるとされている（米澤慶治編匿薦法等…部改琵法の解説悉く昭藤ε3〉

難3頁以下〈的場純男執筆部分〉参窯〉．以上の立法趣旨から窮らかであるよう

に、本条（露6条ノ2）は、これまでの財産罪規定ではどうしても蝿慈できな

いようなコンピュータを綾篤した不法科得行為を捕捉して、甦罰の悶隆を埋め

るという銀建された羅的をもつものである、健ってコンピュータに縫達するあ

らゆる不法利得行為を魑罰薄象としているのではなく、限定された要件の下で

の利得行為のみを対象としているのである．また、r前条ノ外」の文言から窮

らかであるように本罪は詐欺罪の類型として構成されている・これは・コンピ

ュー
^がいわば人に変わって事務甦理を行なう場合において・コンピュータを

悪風て露産土不法の零磁を得る行為は．人を歎臥て露産土稚瞬溢を得

る詐欺罪に近いものと考えられ，た結果であるとされている（鶴灘六霧・商事法

務i蓑3号鰺頁参黙）．つまり二項詐欺罪における歎響・錯誤・魑分行為の要件

を省いて、機械は錯誤に臨らないという瞳害を立法的に解決したものである。

このことから、コンピュータシステムを釈絹したとしても、その釈矯遍程のど

こかにヂ人」すなわち、当該購産の具体的麺分権醸を有する者が介在し，そこ

に歎緯・錯誤・甦分行為が認められるときには、本罪ではなく詐欺利得罪（鱗6

条2項〉が遍矯されることになる。

　本罪の行為形態は2つである。まず、本条前後に規定されている行為は、錘

人のコンピュータシステム内にある財産権の得喪、変更に係る電磁的記録を真

実に反する内容に改変する行為、つまり備轡型の電磁的記録の入力・蝿遜段購

での不董操作である．饑えば、不正な振替操作を行なうことによって、オンラ

イン化された銀行の預金元緩ファイルに架空入金の記録を作る、あるいは露偽

の弁済記録を焦るといった行為が当初から典型携として立案当局によって示さ
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れていた（来澤編・前掲書i蔦頁／のであるが、本件被告人の行為はまさにこ

の行為形懸に属するものであ吟、このあと詳しく綾試する．本条後段に規定さ

れた行為は、麗人の手　にある、つま蓼コンピュータシステム外にある（主と

鎧／内容虚偽の電磁的記録をコンピュータによる鰹人の事務楚謹の

驚に供する行為である、饑えば、内容虚偽のテレホンカードを使耀して通語す

る行為や、磁気麺理された定期券を嚢勧改畿機に挿入して乗車する行為等がこ

れ、に該獲する．

　曝書産上不法ノ科益ヲ得4とは、従来一般的には財物以外の財産的利益を不

法に得ることであるが、本罪において特徴的なことは．詐欺利得罪のように被

歎羅者などによる直接の購産的麺分行為を経て得られる無益とは異なり、事実

上財産を自撫に魑分することができる地位を得ること、綾権者の追及が事実上

不警能に近い駅態を現鐵して債務の支払いを免れる署籠性を得ること等を意殊

する点である。これはコンピュータシステムの普及に梓う事務縫蓬・取引形態

の変化に嬉嬉した文書の解萩であるといえよう　（米澤編・繭掲書捻9頁参窯〉

が、本罪の襲遂時期は懇々のシステムによって大きく異なることになる．

　　（2〉　本鵯決は、この電子計算機整罵詐欺罪を遍欝した最初の裁料鱗であ

吟、今後瞬種の事件の先耀となりうるので、以下では本罪の適婿についてやや

詳総な検討を換えることに1する．

　本件（ア〉及び（イ〉の事実について裁覇瞬は2妬条ノ2の薩段に焼定され

た行為及び結果を認定している。

　246条ノ2前段に燈定されているζ人ノ事務魑遅に旋罵スル電子計箪機二」

についてその内容を確認しておくと、まず野人」とは縫人、つま静麓人以外の

者をいい、法人・羅捧も含まれる。ギ事務麺理まとは、立案当局によれば、財

産上、身分上、その飽の人の生活関係に影響を及ぼしうると認められる事猶の

甦瑠をいい、それ嚢体が業務として行なわれる事務か否か、法律的な事務か否

か、財産上の事務か否かを購わない（米澤慶治・衆議院法務委員会議録第嬢号

　〈昭秘62年5月22韓〉22頁〉とされている。しかし本罪の罪が財産狸であ吟、
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また従来の背任罪におけるド事務ヲ甦選スル∫の解験と瞬榛に解しうるとすれ

ば、ここでは露塵上の事務、つまり難産の保存・薦絹・改善を麟るための事務

甦蓬であると考えられる。本条前段の郵電子計算機達については、定義趨走も

なく、また立案当局の解験も示されていない。しかし本条の立法趣旨や保護法

益及び本条羨段が予定している行為類型等を考慮するとき、本条麟段の「電子

計算機3は金愚寄縫（銀行・郵便局・各種公麗・農協・証券会琶・各種保験会

麺・信販会鮭・金繕会縫〉の業務罵コンピュータであると解することができる。

さらに、前遠のごどく本罪が詐欺利得罪の補充類型として泣置付けられている

ことから、そこにはいわばコンピュータ・セキュ夢ティの網の琶をかいくぐる

ということを推定することができ、その意殊で、ある程度のセキュ肇ティシス

テム（例えぱ、大蔵省や警察庁等の経連官庁の協力でまとめられたぎ僉議機襲

等コンピュータシステムの安全婦策基準邊〈昭鞍磁年〉にそったセキュジティ

システム〉が装備されている金融機麗の業務驚コンピュータに鰻足することが

できるあろう。そこで本件の場合当てはめてみると、（ア〉と（イ）の事実にお

いて裁麟所は「東京都渋谷薮渋谷2丁醤鴛番地3号漸在の講銀行東京事務セン

ターに設置され凝銀行の預金残高管遅、受入れ、払戻し等の事務魑理に綾羅さ

れる岡システムの電子誹算機まを賦ノ事務蝿還二旋灘スル電子計算機藤に当

たるとしてお鯵、以．との解毅紅照らしても、これ、についてとくに異論はないも

のと、馨われ、る。

　次にr虚偽ノ椿報若クハ不歪ノ捲令ヲ与ヘテ」についてその内容をみてみる

と、嘘偽ノ惰軸とは当該システムにおいて予定されている事務麺運の§的

に窯らし、その内容か真実に反する椿報をいい、「不董の指令」とかは当該シ

ステムにおいて予定されている事務廼理の霞的に窯らし、与えるべきでない指

令をいい、「与へ墨とは、これらの構鞍又は毒令を入力することをいう（米澤

編・繭握書i2頂以下）。本件の場合（ア〉、（イ〉いずれの事実についても、銀

行がコンピュータを使濡して行なう事務経理の§的、すなわち顧客との績権績

務縫孫に基づいて鑑確で確実な預金残高管理、受入れ、払戻し等を行なうとい
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う霞的に照らすとき、被告人Xは資金の裏惹けが全くないのに振替麺理をして

いるのであるのであるから、結燭のところ薬室の入金データ、つま参内容潜真

実に反する欝鞍を入力していると解することができよう。健って、裁料辮が被

告人Xの預金羅座への2§万瞬、鋳万羅、2§万霧、及びBの預金韓座への鱒万霧

の各振替入金甦遷繰鐸をr虚偽ノ猜報窪をダ与へ雄たものと認定したのは適燐

であろう．

　さら1こヂ財産権ノ得喪、変更二係スル不実ノ電磁的記録ヲ作動につきその

内容を確認しておくと、まずr難産権ノ得喪、変更二係ル電磁釣籠録茎とは、

金銭的癌値を内容とする権利の得喪、変更の事実又はその得喪、変更を生じさ

せるべき事実を詳録した電磁的記録であって、まさにその電磁的記録の内容の

変動そのものが、ある人の財産権ノ得喪、変更を表示しているという結果を生

じさせるような電磁的講録をいうとされている（来澤・麟掲衆議院法務委員会

議録絡頁参蕪．なおr電磁的記録∫については講演7条ノ2を参蕪／．かくし

てここにいうF係ル」とは、記録内容の変動と財産権ノ得喪、変更との遺墨

を意殊するものと解せられる。ところがこれに帰して、「係ル匪という文言は、

誓記録の鐵（更新／と事実上の財産権ノ得喪、変更の闘の直接的あるいは必然

的な灘連を表現するためである葦（来澤編・繭掲書髭8頁〉とする見解がある．

この見解によれ、ぱ、必然的な麗連さえあれば、たとえ闘接的であってもよいこ

とになるので、具体翻をめぐってはその隈舞づけは必ずしも一義的ではないよ

うに思われる（誰継は、撫稿『索出、神出編・コンピュータ犯罪に臠する理法

一部改蕉（溢毅〉改訂増補蔽選捻6葵以下参照〉。しかしいずれにせよ、金離機

関の業務穏コンピュータの内にある顧客元緩ファイル．鉦の預金綾権その魑儀権

俵務麗係の記録がこれに該盛することについて異論はない．なお「不実ノ3と

はいうまでもなく内容が真実に反する状態を意験する．そこで本件の場合をみ

てみると、裁覇蔑は（ア）及び（イ〉の事実につき、r嗣電子計算機に接続さ

れている記憶装置の磁気ディスクに記録された購舞塵の預金残高を47，527湾、

i7歪，艦6霧、49，582欝とし」また「9倉万欝暮露とし3たことをもって、「財産権
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ノ得喪、変更二係ル不実ノ電磁的記録まを作ったものと認定してお甑この点

に関しても裁編藪の判籔は妥叢であろ貌

　騰座上不法ノ利益ヲ得又ハ飽人ヲシテ之ヲ得セシメタ≦の意義については

前透したように、事実上財産を嚢鑓に延分することができる地位を得ること、

又は第三者に得させることであるから、本件（ア）の事実においては、Xは上

達の行為によって露己の預金嚢痙から合計7§万講をいつでも白露に弓旨き鐵せる

地縫を獲得したと考えられ、本件（イ〉の事実においては、講様にXの行為に

よって莫猛者Aがその知人Bの預金羅痩から合謙鱒万円をいつでも嚢虫に弓隠

鐵すことができる地位を得たとみることができるであろう。縫って・この点に

ついても裁判湧の判盤舞は妥当であろう。

　以上の考察から、（ア）及び（イ）の事実について裁讐藪が飛法璽6条ノ2を

適耀した1こ二とは適饗であったように思われる・

　次に（ウ／の事実について検討してみよう。ここでは裁甥蕨は、有葎私文書

偽造・漏行｛吏罪とともに詐欺麟得罪（2薦条2項〉の絞立を認めている。認定

事実によれば、被告人Xは、A及び被告人Yとの共謀に基づく偽造（有印私文

書偽造〉にかかる振込依頼書i通を、第一勧業銀行九条支店の為替担当係員D

に、縫の正規の振替依頼書とともに圃税し（偽造有曝私文書行髄〉、そしてその

依頼書に基づいてDが為替輪乗機を操作して三秘銀行野猿支農C名義の預金隣

座に振込入金している。つま導一連の振込入金匙鍾遍程の申に、（ア／及び（イ）

の事実とは異な鯵、Dの行為が介在している．前遠のように電子群舞機使驚詐

欺罪は補充類型であ鯵、歎鐸・錯誤・延分行為の要件を省いて、機械は錯誤に

臨らないという障害を立法的に解決したものであるので、コンピュータシステ

ムを科篤したとしても、その過程のどこかで郵人ま、すなわち当該財産の具体

的艇分権鰻を有する者が介在し、そこに歎羅・錯誤・延分行為が認められると

きには電子計算機｛吏罵詐欺罪は成立しないことになる。しかし逆にそこに野人

が」介在するとしても、当該財産の具体的鎚分権曝を持たない者、たとえばコ

ンピュータの機械的操作に従事する考（オペレーターなど）の場合には、むし
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ろ駄≦を磁具まとして利離する、つまり電子計算機使稽詐欺罪の闘接正麗

ぶ成立しうると考える余地もあろう。本件において裁判翫は、為替握当係員D

を預金復権の具体的麺分権隈者としてとらえたうえで．Xの歎響行為、Dの錯

誤、Dの延分行為をそれぞれ認めたのである。本覇波のr量璃の遅細の中で

述べられているところの、ギ銀行業務が多忙となる月末釜においては「振替依

頼書に必要な墨納印や振替潔が搾捺されているかをいちいち厳密に確認しなく

なっているという銀行業務の実働というものをどの程度まで顧慮するのかも

一応問題華こなるように思われるが、やは参Xが偽造振込依頼書を正蔑の振込依

頼書に混ぜてDに騒付した点、そしてDがその偽造振込依頼書を猛爆のものと

誤解した点に、それぞれXの歎灘行為とDの錯誤は認められるであろう．しか

し．Dに具体的麺分権瞬あ瞬とした裁覇琢の宰蜷騒はどうであろうか。認定事実

においては、｛》について「第一勧業銀行九条支店為替槌当係員釜としか示され

ていないため、轟支店においてDの職務上与えられていた具体的な権畷の内容

は瞬らかにされていないように患われる．この点については、本件の検察耀の

確定記録に基づいた鶴鐙六郎（法務省耀事局参事官）氏の解説が参考になろう。

すなわち、第一勧業銀行ではr為替端末機の操作は、権罎事項等管運票によっ

て権鰻を付与され、オペレーションカードを瞬銀行から貸与された特定の行員

のみがこれを行うことができるものとさ轟てお琴、飽の行嚢による黙査の手続

きを経ないで送伝を行ういわゆるダイレクト送嬬の権限は、X支店（溺銀行九

条支店を旛す1筆者注〉では為替撞当係員である被告人串（被告人Xを揚す箪

筆者注〉とM女（Dを指す二筆者注／の二名に与えられているに遜ぎなかった

こと、為替担当係員の職責として、およそ資金提僕のない振込送嬉を行うべき

でないことはもとより、講銀行内部媛定にも、振込送信を行う場合の要件・手

続も定められていて、これに暴麹その覇擬で振込送信をすべきものとされてい

る3（鶴遜六蔀・警察学論集戯巻i号蔦4頁〉とのことである．このような事実

関係に黙らしてみてはじめて、鶴羅参事官も捲摘されているように、Dは為替

端末機の単なる機械的操葎に鍵事している者ではなく、振込送｛謡こついて特に
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権鰻を与えられ、かつ送倦に可否について自己の判擬で確認・淡寇する責任を

負っている者であったと認められ、当該頭金儀権の具体的麺分権鰻を有する者

といえよう。そうだとすれば、詐欺罪成立の要件である麺分行為もあったもの

と考えられ、結局、電子誹算機健罵詐欺罪の闘接箆鹿ではなく、Dを被歎湾者

とする詐欺利得罪が成立するものと考えることができよう。今後、鍵6条2の

適絹については、コンピュータシステムによる魑運遜程に介在する者の権綴と

職責についての異棒的な内容と範囲のより厳密な検討・確定であるように思わ

れる．

　（3）　ところで、本件の認定事実のなかには鐵ていないこと（起訴されて

いない事実〉であるが、当時の本件の事件馨道（韓舞新鶴羅撫62年難月8醸付

朝霧く大阪〉〉及び前議の鶴欝参事官の解説によれば、本件（ア）及び（イ／

の事実に先行するXの行為があった。すなわち、被告人Xは、第一翻業銀行九

条支店の馨客で知ノ、のKが溺支店に定籍頭金糞瘻等を有していながら預金繕座

等を有していながら預金通緩等を瞬支店の貸金庫に預けたままにしていること

に乗じて、K名義の普選頚金通緩を新たに柞成し・それを綾って（ア〉及び／イ／

のそれぞれの行為に及んでいたのである（鶴覆・前掲蟹8嚢参黙〉。Xのこの行

為については不起訴であ箏、その遷由について鶴霞参事官も褥ら触れておられ

ない。この場合、検察官はXに当該通緩を俸威する権鰻があると解し私文書の

いわゆる無影鶴造にあたると講擬したのであろうか。しかし、もしそうだとし

たら当該通鰻作成にっき名義人Kの事麟の承諾がない点で開題があるように思

われる．

　つぎに（イ）及び（ウ〉の事実の後の行為について考えてみよう。これ江つ

いても輝決には鐵てこないし、また越訴もされていない。しかし鶴醸参事官の

解説によれば、（イ）の事実の後、羅羅、Aが知人BのCDカードを整って飽

銀行の支藩の現金自動払鐵機から饗金董9｛｝万需を瞬き饑している（手数料を含

め約緯書万繕が当痩貸越／という事婁があり、また（ウ）の事実の後、早速Y及

びAが三撫銀行本店で振込入金に係る違，5紛万霧を引き題していたのである（鶴
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醗・前掲慧8、慧9質参照〉。まず、（イ／の事実に続く事後行為について、つま

りAがCDカードを健って環金を引き鐵した場合を考えてみよう・鰹木の預金

縫痙からCDカードによって理会を不正に瞬き出す鴛為は、当該現金の管蓬着

たる当該撰き饑し銀行に帰する窃盗罪に当たると解するのがこれまでの覇甥・

通説である（携えば、東京高讐紹諏55年3擁3講料鋼時報留5号欝2頁、その弛

の判弼、及び学説につき、糠穂ヂコンピュータ不正舞稀と財産罪∫麗罪と溺罰

第3号73頁以下参窯〉・健ってこれまでの判擁・通説に縫うならば、本件の場

合も、1鱒万鍔のうち少なくとも9G万溺（不亙入金された金額／についての撰

き思し行為は窃盗罪に当たり、そうなれば電子計算機縫矯詐欺罪と窃盗罪との

罪数縫孫が開題にな静えたようにも思われる。窃盗罪について越訴がなかった

点について、鶴欝参事官は、「本罪（電子計算機旋欝詐欺罪讐筆者注〉をもっ

てその璃責を闘えば飛政の馨的を十分達し得るとの観点からと、馨われる葺とし

ヂ事件魑理としては極めて簸絹にして実務的甦選であるといえよう3（鶴馨・前

掲蔦6頁〉とされている．しかしながら、還論的にみれば、蚤該Aの鴛為を窃

盗罪に当たるとみること霞体に疑嗣がないとはいえず（つまり、預金を瞬き離

すことにつき｝3の事前承諾があり、しかもβの真死なCDカードを綾絹してい

るのであるから、それは銀行の意思に反した占有移転といえるのであろうか、

むしろその意思に基づく蜷分があったとみるべきではないか。／、あるいは、

電子計算機整灘詐欺罪を状態麗としてとらえて現金弱き鐵し待為をその金額の

多少を給わずいわ降る不璽罰的事後行為（又は共罰的事後行為〉と解すれば、

電子計算機綾絹詐欺罪のみが成立すると考えることができよう（罪数関係につ

き、纏福神睡、神出編・コンピュータ凝罪に絶する鷺法一部改蕉〈注萩〉敢

訂増補版纏欝3頁以下参照／。いずれにせよ、Aの当該行為についての楚理は理

論的には必ずしも醗解であるとはいえないように思われる。次に（ウ〉の事実

に続く行為、つまりY及びAが三隷銀貨本震で4，灘§万羅を瞬き饑した行為に

ついて考えてみよう。塁，5G§万湾の弓繕鐵し方法について、銀行窓舞から瞬き

饑したのか、CD機から撰き出したのか鍾瞬らかではないが、4，灘§万暦という
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金額の大きさ、及ぶ本醤淡の量飛理鐙の中でXらが「Yに筆跡を変えるよう練

習させた1とあることからみて、おそらく銀行窓霞で引き饑したものと患われ

る。そうだとすれば、YおよびAはC名義の普通預金逓緩と記名、押邸、金額

記入した積金払戻し請求綿紙を窓P行員に提鐵して現金を取得したことになる

であろうから、その行為は難物詐欺罪（2薦条i項〉に当たるようにもみえる・

そうなれば、Xの行為蕃2項詐欺罪に当た甑Y及びAの行為がi項詐欺罪に

当たることにな鯵、典麗縫係を麟提に爾罪の関係が開題となる。そしてこの講

罪の麗係については周知のとおり、覇樋は包議して2薦条の一罪の成立を認め

る立場をとっている（大睾潮騒・5・23飛録i7・747、福蟹平準注萩飛法〈6雄

塞9頁参照〉。しかしいずれにせよ、この点については事実麗係が隣らかでなく、

また鶴頚参事實も何ら論及されておられないので、これ．以上論じることはでき

ない。

　最後に、本件（ア〉及び（イ）の事実については、検察官の起訴どおり電子

計算機捜驚詐欺罪のみが適濡されたのであるが、さらに私電磁的記録不童舞畠

罪（欝i条ノ2のi項〉の成否が襲題になるように思われる。すなわち、本件

のごとく、銀行の顧客充緩ファイル上に記録されている預金残高が、絡i条ノ

2のi項にいうギ事務甦憂ノ薦二供スル権利、義務、又ハ事実証朗二麗スル電

磁的記録3に当たるということについてはこれまでとくに異論はなく（来澤編・

表掲書86責、撫藤敏幸r中出、神出編・コンピュータ麗罪等に関する飛法一都

政死く注毅〉改訂増補懸垂78頁以下参窯〉、また購条瞬項にいう「不正二搾り」

とは、権醸なく又は権綴を濫稽して電磁的記録を作ることであ敏本条新設に

鞣しての立案当局の説瞬によれば、罫データの入力等について一定の権撮を有

するとはいえ、システムの設置運営主体との関係においてその補勘考として真

実のデータを入力すべき義務のある者が、その権醸を濫駕して露偽のデータを

入力し、データの入力等の機会を鵜飛して本来その者の与えられた権銀の筵囲

内では作ることが許されない記録を作鐡する行為達がこれに当たるとされ（米

澤纏・前掲書87頁〉、具体的には「入鐵金のデータの入力を任せられている銀
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行の行員が、真実のデータを入力すべきこととされているにもかかわらずその

権醸を濫駕して虚偽の入金データを端末機から入力し、頽金元緩ファイルにそ

の旨の記録を俘思する行為まがあげられている（来澤編・前掲書95頁〉。本稗

の場合、Xは勤務先である第一勧業銀行九条支唐にある銀行オンラインシステ

ムの端末機を操律して、岡銀行東京事務センターに設置されている講銀行の残

高管理、受け入れ、払戻し等の事務麺理に使礪される岡システムの電子計算機

に架空の入金鋳報を与え、購電子計算機に接続されている記憶装置の磁気ディ

スクに記録された残高記録を政変させたのであるから．上述の要件に該当する

ようにみえる。ただ、i斑条ノ2のi項にいう「入ノ事務廻理ヲ誤ラシムル欝

的漣が周題になるかもしれない壱立案当局によれ、ば、ヂ人の事務麺理を誤らし

むる騒的まとは罫不正婬轡された電磁的記録が購いられることにより、麗人以

外の考の事務魑蓬を誤らせ’るという霞的茎（米澤編・齣撮書85頁／とされてお

吟、本鶴の場合、これをゼ銀行の預金残高管運事務を誤らせる§鋤と解する

ならば、これに該当するように思われる。そうだとすれば、本件の場合、私電

磁的記録不歪作講罪も成立しうる余地があるように思われる．さらに、私電磁

的記録不藍作鐡罪の成立を前提にすれば、Xの不蕉作出行為による預金残高記

録は、その俘鐡行為の完了と瞬時にそのまま、銀行の事務警邏のために綾絹さ

れる電子計算機において購いられうる状態になっているので、不正修繕電磁的

記録供爾罪（i麟条ノ2の3項〉も成立することになろう。なぜなら、i磁条ノ

2の3項にいう　「人ノ事務麺運ノ薦二僕シ茎とはf不歪に作綴された電磁的記

録を、飽人の事務麺漣のため、これに使罵される電子計算機において篤い得る

状態に置くことまをいい、r顧客元緩ファイルの記録のような備付璽電磁的記

録については、作鐵行為が完了し，それを当該事務甦遷に稽いる犠態に置くこ

と達（来澤編・議場書90頁〉をいうからである。以上のように考えると、本件

の場合、結局、私電磁的記録不査作崖・僕胴罪も成立し．電子計算機養驚詐欺

罪との観念的競合の関係になるように思われる（薦罪の聡係につき、米澤編・

鹸掲書鯵3頁、燦藤・前掲書85頁、95頁、雛稿・購書欝7頁参照）．本件において
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検察宕は、i畿条ノ2のi項、3項につき上述の解報とは全く幾の解線をした

賠果、というよりも、むしろ「電子誹算機旋驚詐欺罪をもってその飛責を翼え

ば飛致の繋的をナ分達し得るとの観点まから、のみならず、手続法上の開題、

とくに銀行の磁気ディスク上の記録についての捜索・差押、検証・鑑定．及び

証挺能力をめぐって新たな簡題が生じる可能性があることから（詳細は、新保

佳宏匿中毒、神出・コンピュータ狸罪等に麗する飛法一蔀改歪〈注鞭〉改訂増

補版露錘5翼以下参照〉、これを考慮して起訴をしなかったのではないかと思わ

れる。いずれにせよ、電子計算機綾罵詐欺罪と電磁的記録不藍鐸患・供鴛罪と

の縫係からは隣らかになっていないのである。

　　＊本稿は．平成元年9薄講鷺に罰志縫大学にて麗催された薦事醤弼醗発会で鞍

　　　告したものに後嚢、撫筆したものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（嬉89．簸、鴛．稿〉
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